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ハッピープラン《もっと》 

 

 

１．用語の定義 

この選択約款において使用する用語の定義は、次のとおりといたします。 

（１）「主契約」とは、この選択約款の対象となる別表第１に規定する約款に基づくガス使用契約をいいま

す。 

（２）その他の用語については、主契約のとおりといたします。 

 

２．適用条件 

 この選択約款は、次のすべての条件を満たすお客さまに適用いたします。 

（１）主契約として当社の認める契約（別表第１）に基づく契約を締結すること。 

（２）同一の需要場所において、別表第２に規定するガス機器のうち３台以上保有すること、若しくは平均

ガス使用量実績が５０㎥／月以上であること、または、当社が想定した平均ガス使用量が５０㎥／月以上と

なること。 

 

３．契約の成立 

 この選択約款は、お客さまの申込を当社が承諾したときに成立いたします。 

 

４．料金 

 当社は、各料金算定期間の料金を、次の規定に基づき算定いたします。 

（１）この選択約款に適用する基本料金は、別表第１に規定する約款によります。 

（２）この選択約款に適用する１立法メートル当たりの料金は、別表第１に規定する約款によって算定され

た基準単位料金から、以下の割引率を差し引いたものといたします。 

 

割引率 

 

 

３ ％ 

 

 

５．その他 

その他の事項については、別表１の約款を適用いたします。 
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附則 

 

１．実勢の期日 

 この選択約款は令和８年１月５日から実施いたします。 

 

 

別表 

 

別表第１ 

 主契約として当社が認める約款は、次のとおりといたします。 

  ・ガス小売供給約款 

 

別表第２ 

 保有するガス機器として当社が規定する機器は、次のとおりといたします。 

・ガス給湯器 

・ガス風呂釜 

・ガス瞬間湯沸器 

・ガスコンロ 

・ガスオーブン 

・ガス炊飯器 

・ガス食器洗い乾燥機 

・ガス衣類乾燥機 

 


